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 はじめに 

 
 

 町民の皆さまには、日頃から町政運営にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上

げます。 

 本町では、平成２８年度から１０年間のまちづくりの指針となる第５次粕屋町総合計

画において、まちづくりの基本理念を「太陽と緑のまち」「協働でつくる安心のまち」

と定め、まちの将来像に「心かよいあう スマイルシティかすや」を掲げました。 

 これからの時代に向けて、さらに協働のまちづくりを進めることにより誰もが安心し

て暮らせるまちを実現するとともに、次世代を担う子どもたちに笑顔があふれる明るい

未来を引き継ぐことを目指します。 

 地方財政を取り巻く環境は、依然として厳しい状況でありますが、限られた経営資源

の中で、創意工夫によって健全で持続可能なまちづくりを進めてまいります。 

 この「わかりやすい予算書」は、本町の財政状況をご理解していただくとともに、予

算の性格や主要な事業をできるだけわかりやすく説明するために作成しております。 

より多くの皆さまに粕屋町の町政に興味を持っていただき、今後のまちづくりへ参画

していただくことを望んでおります。 

             

平成２８年４月 

              粕屋町長 因 辰美 

  

≪ わかりやすい予算書とは ≫ 

 地方公共団体の予算書には、どのような分野にどれだけのお金が使われるかが記載さ

れており、町民の皆さまにも閲覧していただくことが出来ますが、一般的に聞きなれな

い用語などが使われているため、少々わかりづらくなっています。 

「粕屋町の財政はどうなっているの？」「私たちの税金はどのように使われているの？」

「今年度、粕屋町はどのような事業を実施するの？」といった疑問にわかりやすくお応

えするために、本冊子を作成しています。 

 今年度の町の予算概要をお知らせするとともに、総合計画に掲げる施策ごとに主要事

業を掲載しています。 
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 Ⅰ 予算の全体像 

 

１．粕屋町の財政状況 

わが国の経済状況は、経済財政対策の推進により雇用・所得環境が改善し、原油価格の低下

等により交易条件が改善する中で、緩やかな回復基調が続いています。しかし、金融市場の不

安定な動き、新興国経済の景気減速、来年に控える消費税引き上げ等の影響により、先行きは

不透明な状況にあります。このような状況の中で粕屋町では、景気対策に対応した予算を編成

し、地域経済の継続的発展に努めます。 

 粕屋町の財政について、実質公債費比率及び将来負担比率は改善していますが、公共施設の

老朽化に伴う改修や人口増加に伴う施設建設の財源を町債に頼らざるを得ない状況です。 

また、財政の柔軟性をあらわす「経常収支比率」は町債の償還額が減少したことにより福岡

県の平均値を若干下回っていますが、依然として高い値を示しており財政の硬直化が進んでい

る状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【財政力指数とは】 

自治体の財政力をあら

わす指標で、数値が大きい

ほど財政的に安定した団

体とされ、「１」を超える

と地方交付税が交付され

なくなります。 

粕屋町は比較的健全な

値を示しています。 
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■ 財政力指数 ■

粕屋町 福岡県平均（政令市除く） 福岡県内類似団体平均

１ １ 

【類似団体とは】 

国勢調査を基に、市町村を人口と産業構造により分類したもので、類似する他の自

治体と比較することで、自町の財政状況の特徴などを把握することが可能になりま

す。粕屋町が属する福岡県内の類似団体には、那珂川町・宇美町・篠栗町・志免町・

須恵町・新宮町・水巻町・岡垣町・筑前町などがあります。 

【標準財政規模とは】 

地方公共団体の標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源の規模を示すもの

です。 
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【経常収支比率とは】 

地方税・地方交付税などの

経常一般財源収入に占める

人件費・扶助費・公債費など

経常的な経費の割合のこと

です。 

 福岡県平均値を下回って

いますが、依然として高い値

を示しています。町財政の硬

直化が進み、道路や生活基盤

整備などの投資的事業にま

わす余力に乏しい状況です。 
 

【実質公債費比率とは】 

実質的な公債費に充てる

一般財源の標準財政規模に

対する比率のことで、粕屋町

は比較的高い数値となって

います。 

今後も数値は改善してい

くことが見込まれますが、将

来負担の平準化をはかりな

がら、投資的事業を行う必要

があります。 

 

【将来負担比率とは】 

自治体が将来負担すべき

実質的な負債の標準財政規

模に対する比率のことです。 

世代間の負担の公平性を

はかりながら、投資的事業を

行う必要があります。 
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２．平成２８年度の予算総額 

◆一般会計予算は１３９億３，７００万円となっています。特別会計と企業会計を合

わせた予算総額は２４７億７，９５５万８千円となり、前年度当初予算から３．３％の

増額となっています。           (※対前年比は、前年度の当初予算との比較） 

 

 

粕屋町の予算総額 ２４７億７,９５5 万 8 千円 ３.３％↑ 

 

 

 

一般会計予算      １３９億３,７００万円       ６.４％↑ 
 

     粕屋町の一般的な予算のことで、税収や交付金などの歳入を、道路整備や 

福祉サービスなどの行政サービス全般に使います。 

 
 

 

 

特別会計予算       ７１億８,０６７万１千円      ０.８％↑ 
 

（内訳） 

・国民健康保険特別会計 ４５億, ５４５万円    △１.６％ 

・後期高齢者医療特別会計 ４億４,７３０万５千円 △０.７％ 

・介護保険特別会計 ２２億２,５９０万５千円   ６.４％↑ 

・住宅新築資金等貸付事業特別会計   , ２０１万１千円  △２.４％ 

 

     ある特定の収入を特定の目的のために使用する会計予算のことで、一般会計 

とは区分して経理を行います。粕屋町には上記４つの特別会計があります。 

 
 

 

 

企業会計予算       ３６億６,１８８万７千円    △２.６％ 
 

（内訳） 

・水道事業会計         １３億, ２７９万９千円  △８.０％ 

・流域関連公共下水道事業会計  ２３億５,９０８万８千円   ０.８％↑ 

 

     特定事業について、民間企業と同様に事業を行った収入を事業費に充てて運営 

していく独立採算制の予算です。粕屋町には上記２つの企業会計があります。 

 

対前年比 

対前年比 

対前年比 

対前年比 
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 Ⅱ 歳入（一般会計） 

 

１．歳入の構成 

新築家屋の建設に伴う固定資産税などの増加により町税が２億７，２００万円（４．８％）、学校給

食センターの建設などに伴う財源の不足を補うため繰入金が３億２，７２４万１千円（９２．７％）増

加しました。歳入総額に占める自主財源の割合は１．２％増加し、５６．４％となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理（四捨五入）により合計が一致しない場合があります。 

 

 

（単位：千円）

28年度当初予算額 27年度当初予算額 比　較 対前年比（%）

町　税 5,882,912 5,610,912 272,000 4.8

繰入金 680,303 353,062 327,241 92.7

その他 1,299,322 1,270,790 28,532 2.2

計 7,862,537 7,234,764 627,773 8.7

町　債 1,078,100 1,099,500 △ 21,400 △ 1.9

地方交付税 1,300,000 1,170,000 130,000 11.1

国・県支出金 2,769,363 2,744,736 24,627 0.9

その他 927,000 849,000 78,000 9.2

計 6,074,463 5,863,236 211,227 3.6

13,937,000 13,098,000 839,000 6.4合　計

歳入構成

自
主
財
源

依
存
財
源

≪用語の説明≫ 

【町税】 
町民の皆さまに納めていた

だく税金です 
 
【繰入金】 

歳入不足を補うため、積み立
てていた基金（貯金）から繰り
入れるのが主で、特別会計への
繰出金を精算後繰入れること
もあります 

 
【町債】 

町が事業資金を調達するた
めの借金及び地方交付税の振
り替えである特例地方債で、中
長期にわたり返済します 
 
【地方交付税】 

国税である所得税、法人税や
酒税のうち、県や市町村の財政
状況に応じて国から地方に交
付されるお金です 
 
【国・県支出金】 

町がおこなう事務や事業に
対する国や県からの補助金（負
担金）です 

（単位：千円） 

自主財源
7,862,537
56.4%

依存財源
6,074,463
43.6%

町税
5,882,912
42.2%

繰入金
680,303
4.9%

その他
1,299,322

9.3%

町債
1,078,100

7.7%

地方交付税
1,300,000

9.3%

国・県支出金
2,769,363
19.9%

その他
927,000
6.7%

歳 入

13,937,000
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 Ⅲ 歳出（一般会計） 

 

１．目的別歳出予算 

児童数増加に伴う学校校舎の増築や給食センターの建設に伴い、教育費は前年度当初予算

比６億６，０７８万４千円（３０．１％）増加しました。また、柚須駅のバリアフリー整備事業負担金

など土木費は前年度当初予算比９，９０５万６千円（７．９％）増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理（四捨五入）により合計が一致しない場合があります。 

 

（単位：千円）

目的別歳出構成 28年度当初予算額 27年度当初予算額 比較 対前年比（%）

総　務　費 1,123,990 1,255,585 △ 131,595 △ 10.5

民　生　費 5,065,702 4,816,532 249,170 5.2

公　債　費 1,034,420 1,040,806 △ 6,386 △ 0.6

教　育　費 2,854,092 2,193,308 660,784 30.1

衛　生　費 1,582,923 1,605,522 △ 22,599 △ 1.4

土　木　費 1,358,779 1,259,723 99,056 7.9

消　防　費 505,614 501,255 4,359 0.9

農林水産業費 99,760 115,789 △ 16,029 △ 13.8

そ　の　他 311,720 309,480 2,240 0.7

合　　　計 13,937,000 13,098,000 839,000 6.4

≪用語の説明≫ （単位：千円） 

【総務費】行政運営の事務経費
や町税の事務などの経費 
 

【民生費】高齢者や障がい者な
どの福祉、保育所の運営などの
経費 
 

【公債費】地方債の元金及び利
子の返済のための経費 
 

【教育費】小中学校や生涯学習、
図書館、体育事業などの経費 
 

【衛生費】保健、健康づくり、
ごみ、環境対策などの経費 
 

【土木費】道路、水路、公園な
どの維持管理や町営住宅の経費 
 

【消防費】消防署や消防団の運
営経費 
 

【農林水産業費】農業振興のた
めの経費 

総務費

1,123,990
8.1%

民生費

5,065,702
36.3%

公債費

1,034,420
7.4%

教育費

2,854,092
20.5%

衛生費

1,582,923
11.4%

土木費

1,358,779
9.7%

消防費
505,614
3.6%

農林水産業費
99,760
0.7%

その他
311,720
2.2%

歳出

13,937,000
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歳 出 

12,306,000 

２．性質別歳出予算 

  災害対策としての西幼稚園園舎の耐震化工事や、人口増加に伴う小学校の増築工事などに

より、普通建設事業費は前年度当初予算比３億８，９４６万２千円（２９．９％）増加しました。また、

障害者総合支援法の施行以降、様々な障がい者(児)サービスの利用が増加したことなどに伴

い、扶助費等は前年度当初予算比２億６，７５４万円（１２．４％）増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理（四捨五入）により合計が一致しない場合があります。 

 

 

（単位：千円）

28年度当初予算額 27年度当初予算額 比較 対前年比（%）

人件費 1,782,261 1,798,376 △ 16,115 △ 0.9

物件費 2,744,967 2,643,551 101,416 3.8

補助費等 3,284,276 3,235,704 48,572 1.5

扶助費等 2,422,538 2,154,998 267,540 12.4

計 10,234,042 9,832,629 401,413 4.1

普通建設事業費 1,693,426 1,303,964 389,462 29.9

災害復旧事業費 15 15 0 0.0

失業対策費 0 0 0 -

計 1,693,441 1,303,979 389,462 29.9

公債費 1,034,420 1,040,806 △ 6,386 △ 0.6

繰出金等 975,097 920,586 54,511 5.9

計 2,009,517 1,961,392 48,125 2.5

13,937,000 13,098,000 839,000 6.4合　計

投

資
的

経
費

そ
の

他

性質別歳出構成

消

費
的

経
費

（単位：千円） 

歳出 

12,276,000 

≪用語の説明≫ 

（単位：千円） 

【人件費】職員の給与、議員や各種
委員の報酬などの経費 
 

【物件費】物品購入、光熱水費、通
信費、使用料、事務や業務委託料な
どの経費 
 

【補助費等】各種団体や一部事務組
合などに対し補助（負担）する経費 
 

【扶助費等】法令などに基づき給付
されるお金や物品などの経費 
 

【普通建設事業費】道路、学校など
の公共施設の新増設に要する経費 
 

【災害復旧事業費】風水害、地震災
害を受けた施設等を原形に復旧す
る経費 
 

【失業対策費】失業者に臨時的に就
職の機会を与えるための経費 
 

【公債費】地方債の元金及び利子の
返済のための経費 
 

【繰出金等】特別会計に支出される
経費 

消費的経費
10,234,042

73.4%

投資的経費
1,693,441
12.2%

その他
2,009,517
14.4%

人件費
1,782,261
12.8%

物件費
2,744,967
19.7%

補助費等
3,284,276
23.6%

扶助費等
2,422,538
17.4%

普通建設事業費
1,693,426
12.2%

公債費
1,034,420

7.4%

繰出金等

975,097
7.0%

歳出

13,937,000



１. 第５次粕屋町総合計画の体系

　平成２８年度からの１０年間のまちづくりの指針となる第５次粕屋町総合計画に基づき、
町の将来像「心かよいあう スマイルシティかすや」の実現に向け、各施策や事業を展開します。

基本目標１ つながりと交流を深め、心豊かな人を育む協働のまち

基本目標２ 都市と自然が調和し、快適に暮らせる活力あるまち

　　　　１．地域のつながりを大切にしたまちづくり

　　　　４．身近な学びと交流があるまちづくり

　　　　３．未来を担う子どもたちを育むまちづくり

　　　　２．地域でともに助け合う安全なまちづくり

　　　　４．地域個性を活かした活力ある産業のまちづくり

　　　　３．自然にやさしく住みよい環境のまちづくり

　　　　２．安心で快適な生活基盤を備えたまちづくり

　　　　１．自然と調和した便利で快適なまちづくり

　　　　２．子育て世代が明るく暮らせるまちづくり

　　　　１．誰もが健康で暮らせるまちづくり

基本目標４ 健全で持続可能な行政経営をめざすまち

基本目標３ 誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち

　　　　３．広域的な視点に立ったまちづくり

　　　　２．健全な財政運営のまちづくり

　　　　１．町民のための行政経営のまちづくり

　　　　３．高齢者が元気に暮らせるまちづくり

　　　　４．障がい者がともに暮らせるまちづくり

　　　　５．誰もが心豊かに暮らせるまちづくり

  Ⅳ 計画の体系 

第５次総合計画 概要版 
            ７～８頁

第５次総合計画 概要版 
           ９～１０頁参

第５次総合計画 概要版 
           １１～１２頁

第５次総合計画 概要版 
           １３～１４頁
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２．平成２８年度 町の重点事業 

 

 

     ◎ まちづくり活動支援事業において、まちづくり（ボランティア）団体の助成・育成 

       による地域活動の活性化を図り、協働のまちづくりを推進します。 

◎ 小中学校教育振興事業において、経済的理由による就学困難な家庭への就学援助の 

拡充を図るとともに、不登校児童生徒対策のため、スクールソーシャルワーカーを 

配置します。 

        ◎ 小中学校施設整備事業において、児童生徒の増加に対応した仲原小学校校舎の増築 

工事や施設の老朽化に伴う改修工事等、教育環境の整備に取り組みます。 

◎ 学校給食センター建設事業において、学校給食衛生管理基準に適合した施設として、

安全・安心で栄養バランスのとれたおいしい学校給食を提供するため、事業の進捗 

を図ります。 

 

 

◎ 道路改良新設事業などにおいて、生活の基盤を支える基幹道路（筑紫野・古賀線 

バイパス、福岡東環状線）の整備を福岡県と協力して進めます。 

◎ 地域公共交通対策事業において、JR 九州が実施する柚須駅のバリアフリー化の 

整備を財政的に支援し、駅利用者の安全性の向上に取り組みます。 

 

 

◎ かすやこども館運営管理事業において、新しい地域子育て支援の拠点施設として、 

「かすやこども館」を開館し、運営の基本方針である「集う、育む、得る」を実践 

します。 

◎ 子育て世代包拢支援事業において、専任のコーディネーターを配置し、妊娠期から 

子育て期にわたるまでの総合的な相談支援を実施します。 

◎ 乳幼児・子ども医療費助成事業において、子どもが病気やケガ等をした場合の入院 

医療費の助成を中学校３年生まで拡大します。 

◎ 介護予防・日常生活支援総合事業において、健康寿命を延ばし、住み慣れた地域で 

暮らし続けることができるように、包拢的なサービスを提供し、共に支え合う仕組 

みづくりに取り組みます。 

 

 

◎ 電子広報広聴管理事業において、新たな情報発信の手段を活用し、災害発生時には 

正確な情報を町民の皆さまに迅速にお知らせします。 

◎ 財政管理事務において、財政のマネジメント強化を図るため、統一的な基準に合わ 

せた地方公会計の整備に取り組みます。 

◎ 行財政改革推進事業において、今年度からスタートする第５次総合計画の着実な 

推進に向け、効果的かつ効率的な行政経営を進めます。 

 

基本目標１ 

実現のために 

基本目標３ 

実現のために 

基本目標４ 

実現のために 

基本目標２ 

実現のために 
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３．行政経営マネジメント（PDCAサイクルの活用） 

本町の財政状況を把握し、限られた予算の中で効率的な行政運営を行うために、平成２３年度

から事業別予算の編成、公会計制度の導入、行政評価による事務事業の見直しを実施しています。 

行政評価と公会計情報によるコストの可視化を活用した Plan（計画）、Do（実施）、Check（分

析）、Action（改善）のマネジメントサイクルを取り入れることにより、総合計画と予算や決算

の結びつきを明確にし、戦略的な行政経営への転換を図っています。 

 

 総合計画の進行管理 

 ◆総合計画に掲げたまちづくりの目標の実現に向け、基本施策において「どのような事務事業

を実施したか」や「どの程度、指標を達成できたか」を明確にして進行管理を行うことで、

わかりやすく行政活動の状況を説明（公表）することが可能となります。  

 

 政策決定の戦略化 

 ◆総合計画の施策体系に結びついた事業別予算・決算とすることで、町の政策が「どのような 

施策と事務事業によって構成されているか」や「どのくらいコストがかかっているか」など

を明確にすることができます。これにより、政策全体の有効性・効率性を高めるための見直

しが可能となります。 

 

 成果重視の行政活動 

 ◆事務事業ごとのフルコスト情報の可視化によって、職員の経営的な視点での業務改善を促し、

「何をしたか」「どれだけの経営資源を投入したか」ではなく、「何をどれだけ実現できたか」

という成果を重視した行政活動への転換を図ることが可能となります。 



 １. 事務事業説明の見方

　平成２８年度は１６６の事務事業を予定してい
ます。主な事務事業について、次頁以降に掲
載しています。

　左図のように、政策（基本構想）を実現す
るために各施策があり、各施策を実現するた
めに各事務事業があります。

２　健全な財政運営のまちづくり

（１）持続可能な財政基盤の強化

　　　３，８９７千円

３，３０５

５９２

　　財政管理事務　　【一般会計（総務費）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★重点事業

行政評価に基づいた事業の見直しを進めることにより効率的な財
政運営を行うとともに、財政基盤の強化を図ります。
今年度は、公会計システムの改修を行い、統一的な基準による財
務書類等の作成に取り組みます。

経営政策課　　　　☎ ９３８－０１７５

事業費

（財源内訳：　町費３，８９７）

公会計システム改修等の委託

その他

⇒７事務事業

⇒予算額 １８８，６３１千円

（例） 「財政管理事務」の場合 

※事業費に正規職員の人件費は含んでいません。 

 

政策 

施策 

事務事業 

目的実現 

目的実現 

  Ⅴ 平成２８年度 主要な事務事業 

政策における平成２８年度の 
事務事業数、予算額 

平成２８年度の 

重点事業・新規事業の表示 

会計名 

政策を実現する
ための施策 

第５次粕屋町 

総合計画の政策 

事務事業名 事業説明 

担当課（お問合せ先） 
連絡先（直通番号） 

事業費の主な 

使途内訳 

事業費の財源内訳 

（国・県・町・その他） 
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１　地域のつながりを大切にしたまちづくり

（１）誰もが参加・交流できる地域活動の支援

　　分館活動支援事業　　【一般会計（教育費）】

　　　３５，９２５千円

２９，２４２

６，６８３

１０，３９５千円

８，０５５

２，３４０

２　地域でともに助け合う安全なまちづくり

（１）災害に強い地域社会の実現

４５，７４３千円

１５，３５０

３０，３９３

　　　２０，４６７千円

４，３００

７，２００

８，９６７

２. 平成２８年度　主要な事務事業

その他

その他

（財源内訳：　町費３１，７６３・その他４，１６２）

事業費

事業費

社会教育課　　　　☎ ９３８－０２４３

（２）人と地域が輝くまちづくり活動の推進

地域コミュニティの形成に繋がるように、公民館等の地域活
動拠点の運営を支援するとともに、活動拠点の活用を促進し
ます。

地域コミュニティの活性化のため、営利を目的とせず、地域
の特色を活かした公益的なまちづくり活動を行う団体を支援
し、地域住民の交流機会の増加とまちづくりへの参画を推進
します。
また、かすやボランティアセンターの運営を支援します。

まちづくりイベント・団体等へ
の補助金等

（財源内訳：　町費７，０９５・その他３，３００）

生涯学習や施設整備の補助
金

　　まちづくり活動支援事業　　【一般会計（総務費）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★重点事業

　　災害対策事業　　【一般会計（消防費）】

協働のまちづくり課　　　　☎ ９３８－０１７３

事業費

消防団活動負担金等

事業費

協働のまちづくり課　　　　☎ ９３８－０１７３

防災行政情報通信ネットワー
ク再整備事業負担金

「自分たちの地域は自分たちで守る」という共助意識の醸成
と地域防災力を強化するため、全行政区での自主防災組織設
立を促すとともに、設立済みの行政区については、防災活動
を強化するための助成を行います。
また、避難行動要支援者の円滑な避難を確保するため、地域
との協働による支援体制の確立に努めます。

（財源内訳：　県費１，５００・町費１４，６６７・
　　　　　　　　　地方債４，３００）

自主防災組織助成金

　　消防団等運営事務　　【一般会計（消防費）】

大規模化や複雑化する災害に対し、町民が安全で安心な生活
が維持できるように、地域消防力・防災力の要である消防団
活動を支援します。また、今年度から女性消防団を発足さ
せ、広報・啓発活動を強化します。

協働のまちづくり課　　　　☎ ９３８－０１７３

その他

（財源内訳：　県費４６０・町費３７，３９３・
　　　　　　　　　その他７，８９０）

その他（防災備品等）

 ⇒１４事務事業 

 ⇒予算額 ５２７，１１７千円 

 ⇒５事務事業      

 ⇒予算額 ８８，４２０千円 

基本目標１ つながりと交流を深め、心豊かな人を育む協働のまち 
 
この政策の実現のため、平成２８年度は予算額 ２８億８，５０４万９千円を計上し、４５事務事業を実施します。 
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　　　１７，１５２千円

１１，５００

５，６５２

３　未来を担う子どもたちを育むまちづくり

　　９１，２００千円

２１，１１９

７０，０８１

　　４８５，６２９千円

２１３，９１７

２７１，７１２

　８７３，３９４千円

８５４，１８２

１９，２１２

１３，５８１千円

１０，１４７

３，４３４

　　小中学校施設整備事業　　【一般会計（教育費）】　　　                              　★重点事業

社会教育課　　　　☎ ９３８－０２４３

（２）地域ぐるみで育む子どもたちの健全な育成

（財源内訳：　国費１６８，５８９・町費２１８，２０５・
　　　　　　　　　地方債４８１，３００・その他５，３００）

その他（調査、設計等）

（１）子どもたちの生きる力を育む教育の推進

（財源内訳：　県費１，９８７・町費４，７４８・
　　　　　　　　　その他６，８４６）

　　青少年対策事業　　【一般会計（教育費）】

青尐年指導員の配置及び青尐年育成町民の会による町内巡回
等を実施し、次代を担う青尐年のために、町民と協働しなが
ら健全な育成を図ります。今年度は「豊かな心と仲間づく
り」をテーマにときめき体験事業を行います。 ときめき体験事業補助金等

その他

事業費

事業費

　　小中学校教育振興事業　　【一般会計（教育費）】　　　              　　　　　　　　　★重点事業

児童・生徒に学力を修得させるとともに、豊かな心の育成、
健やかな体の育成を目指します。
また、教育課題の解決及び教師の指導力向上や、経済的に就
学困難な児童・生徒への就学援助の拡充を行います。

学校教育課　　　　☎ ９３８－０１８２

（２）事故や犯罪が起こりにくい地域社会の実現

　　防犯対策事業　　【一般会計（総務費）】

防犯パトロール車による町内巡回の強化や防犯カメラの適正
な運用管理に努めるとともに、行政区管理の防犯灯のＬＥＤ
化を促進します。
また、防犯意識の向上と刑法犯(特に街頭犯罪)の未然防止の
ため、警察や防犯協会、町内の防犯ボランティア団体等と連
携し、犯罪が起こりにくい環境づくりを進めます。

協働のまちづくり課　　　　☎ ９３８－０１７３

事業費

（財源内訳：　国費４５０・町費１６，７０１・その他１）

防犯灯設置補助金等

その他

（財源内訳：　国費１，０３２・町費９０，１６８）

標準学力テスト等の委託

その他

工事費

ＳＰＣ業務の委託

　　学校給食センター建設事業　　【一般会計（教育費）】　　　                   　　　　★重点事業

児童・生徒の増加、食物アレルギーに対応した学校給食を提
供するため、学校給食法に基づく学校給食衛生管理基準を遵
守した学校給食共同調理場整備をＰＦＩ方式により進めま
す。

学校給食共同調理場建設準備室
☎ ９３８－２３１１

事業費

（財源内訳：　町費３００，６２９・その他１８５，０００）

その他

児童・生徒が安全で安心して学習できる教育環境の整備を進
めるために、学校施設の維持管理や計画的な施設の改修を行
います。
今年度は、仲原小学校において児童数の増加に対応するた
め、校舎増築改造工事を行い、それに伴って老朽化したプー
ルを増築する校舎の屋上に新設します。

学校教育課　　　　☎ ９３８－０１８２

事業費

 ⇒１３事務事業 

 ⇒予算額 １，８２１，２４０千円 

12



４　身近な学びと交流があるまちづくり

（１）ライフステージに応じた学びと交流の推進

　　　１４９，４１０千円

９２，００２

５７，４０８

　１１，６０１千円

４，４０４

７，１９７

事業費

粕屋町総合体育館（社会教育課）　☎ ９３９－５１３０

体力づくり・健康づくり及び交流の場として施設を提供し、
施設や設備の維持改修を行うなど、総合体育館の管理運営を
行います。また、幼児から高齢者まで気軽にスポーツに親し
むことができるよう、各種スポーツ教室を開催します。

（財源内訳：　町費７７，８１０・その他７１，６００）

その他

管理運営の委託

　　総合体育館管理運営事業　　【一般会計（教育費）】

開発行為等に伴う発掘調査を実施して、遺跡の状況を記録上
に保存します。また、古代の役所跡が見つかった阿恵遺跡に
ついては、調査によって出土した遺物の整理作業と、調査成
果をまとめた報告書の作成を行います。

（財源内訳：　国費２，１００・県費３００・町費３，１７１・
　　　　　　　　　その他６，０３０）

その他

　　遺跡発掘受託事業　　【一般会計（教育費）】

（２）郷土を愛し、地域の歴史と文化を継承する社会の実現

国庫補助事業による調査

粕屋町立歴史資料館（社会教育課）　☎ ９３９－２９８４

事業費

 ⇒１３事業 

 ⇒予算額 ４４８，２７２千円 

阿恵遺跡 

現地説明会 

13



１　自然と調和した便利で快適なまちづくり

（１）自然と調和した都市空間の創造

　６００千円

６００

　９０千円

９０

　　５７，２３２千円

４０，８２８

１６，４０４

　　地域生活空間整備促進事業　　【一般会計（土木費）】

施設や遊具の点検・修繕、園内の清掃、樹木剪定、バラ園の
管理等を実施し、あらゆる世代が安らぎ、憩いの場として駕
与丁公園を利用できるよう維持管理を行います。

その他（維持管理工事費）

良好なまちづくりを推進する団体の活動に対し、会議や勉強
会の開催支援を行います。実行性の高い区画整理事業等につ
いては、技術援助を行い、質の高い住宅地の整備により粕屋
町都市計画マスタープランに即したまちづくりを進めます。

都市計画課　　　　☎ ９３８－０２０８

（２）緑と水辺に囲まれた潤いある暮らしの創造

　　駕与丁公園管理事業　　【一般会計（土木費）】

都市計画課　　　　☎ ９３８－０２０８

事業費

（財源内訳：　町費５１，７３２・その他５，５００）

事業費

（財源内訳：　町費６００）

地域生活空間整備促進補助
金

　　交通対策及び九州大学跡地調査研究事業　　【一般会計（土木費）】

九州大学移転に伴い発生する大規模用地（農場跡地）につい
て、関係機関と連携しながら良好な土地利用へ誘導し、町の
成長へ繋がる新たな拠点の形成を図ります。

都市計画課　　　　☎ ９３８－０２０８

事業費

（財源内訳：　町費９０）

その他

管理の委託

 ⇒１０事務事業      

 ⇒予算額 １２６，３２０千円 

基本目標２ 都市と自然が調和し、快適に暮らせる活力あるまち 
 
この政策の実現のため、平成２８年度は予算額 ２８億１，１１２万６千円を計上し、３７事務事業を実施します。 

駕与丁公園 
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２　安心で快適な生活基盤を備えたまちづくり

（１）安全で快適な道路ネットワークの充実

２１０，８２６千円

１８２，０００

２８，８２６

２６，９００千円

２２，２００

４，７００

７２，８１７千円

７２，８１７

　１０６，３００千円

１０６，０００

３００

８１２，０９４千円

３６２，５００

２６６，６３４

１８２，９６０

　　道路改良新設事業　　【一般会計（土木費）】　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　★重点事業

道路の新設、改良及び老朽化した舗装の打ち替えを行い、円
滑な交通体系の確保に努めます。
また、道路環境の向上のため、道路照明等の整備を行いま
す。
今年度は、石橋・筒井線の舗装工事を国庫補助事業として実
施するとともに、釜屋・箱崎線舗装調査業務の委託を行いま
す。

道路環境整備課　　　　☎ ９３８－０１９８

事業費

（財源内訳：　国費５４，４５０・町費１１６，４７６・
　　　　　　　 　地方債３９，９００）

道路の改良新設工事

その他

　　橋梁維持事業　　【一般会計（土木費）】

橋梁の長寿命化を図るため、点検及び維持補修を行い、道路
網の安全及び交通体系の確保を行います。
今年度は、若宮陸橋の補修工事をＪＲに委託し実施する予定
です。

道路環境整備課　　　　☎ ９３８－０１９８

事業費

（財源内訳：　国費８，８００・町費１８，１００）

橋梁補修基本設計の委託

その他

（３）安全で安心な水源の確保と水環境の基盤強化

　　水道事業　　【水道事業会計】

　　地域公共交通対策事業　　【一般会計（土木費）】　　 　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　★重点事業

都市計画課　　　　☎ ９３８－０２０８

　　街路建設事業に伴う町事業　　【一般会計（土木費）】　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★重点事業

交通渋滞の解消と安全で快適な交通網の実現等、広域交通網
を充実させていくため、福岡県と協力し、街路建設を推進し
ます。

都市計画課　　　　☎ ９３８－０２０８

事業費

（財源内訳：　町費７２，８１７）

街路建設負担金

町民の足としての身近な地域公共交通の整備を充実させるた
め、現状の公共交通機関の利用促進を図るとともに、将来に
わたって持続可能な代替的対策についても情報収集や検討に
努めます。
また、ＪＲ九州が実施する柚須駅のバリアフリー化事業につ
いて、国、町から財政支援を行い、平成28年度の完成を目指
します。

（２）安全で快適な生活を支える交通環境の創造

事業費

（財源内訳：　町費１０６，３００）

柚須駅バリアフリー整備事業
負担金

大川線減便対策バス運行の
委託

建設改良工事

安全・安心で良質な水を安定供給するために、水質基準に基
づいた水質管理を行い、効率的な運営を行います。
また、浄水場などの水道施設については、保守点検報告に基
づき施設更新を行い、布設して35年以上経過した配水管につ
いては、計画的に耐震化に対応した管の更新を行います。
今年度は、経営戦略の一環として「水道ビジョン」作成業務
に着手します。

上下水道課　　　　☎ ９３８－０２３９

事業費

（財源内訳：　その他８１２，０９４）

受水費

その他

 ⇒１５事務事業 

 ⇒予算額 ２，１６７，９０２千円 
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３　自然にやさしく住みよい環境のまちづくり

　１，０００千円

１，０００

　４０，２８５千円

２９，０５７

６，８３９

４，３８９

４　地域個性を活かした活力ある産業のまちづくり

（１）いのちを守り育む食と農の創造

　　　５６，９０９千円

３２，１４９

１１，７４６

１３，０１４

　　　３３，８６１千円

２０，０００

１３，１４０

７２１

（１）次世代に継承する自然環境の保全

古紙類等回収奨励等の各種
補助金

　　エコアップ推進事業　　【一般会計（土木費）】

次世代への自然環境の継承、子どもたちが自然の大切さや豊
かさを実感できる環境づくりを目指します。
下水再生水の清潔さや有効利用を周知するために、下水再生
水を利用して、ホタルを育成し、園児による幼虫放流会を実
施するなど、子どもたちに限りある資源の大切さを考える機
会をつくります。

都市計画課　　　　☎ ９３８－０２０８

事業費

（財源内訳：　町費３４，７８５・その他５，５００）

草・樹木資源化等の委託

その他（リサイクルボックス
設置費等）

（財源内訳：　町費１，０００）

ホタル育成の委託

　　地域振興事業　　【一般会計（商工費）】

（２）環境負荷の少ない循環型社会の創造

　　リサイクル推進事業　　【一般会計（衛生費）】

生ごみ処理機の購入や不燃物集積所の設置に対する補助、グ
ループや団体での古紙類等回収への奨励金の交付を行いま
す。
また、リサイクルボックスの設置や樹木等の資源化、不法投
棄廃棄物排出除去等の実施により、リサイクルの促進やごみ
の減量に努め、資源循環型社会を推進します。

道路環境整備課　　　　☎ ９３８－０１９８

事業費

地域経済及び町民生活の安定化を図るため、「農・商・工」
の連携を基本として、関係機関と調整を図りながら、総合的
な地域振興を推進します。
また、起業しやすい環境を整備し、創業支援に努めるととも
に、商工会などの関係機関と連携することにより、商工業の
活性化を図ります。

地域振興課　　　　☎ ９３８－０１９４

事業費

（財源内訳：　町費１３，８６０・その他２０，００１）

中小企業融資預託金

その他

商工会等への補助金

農地治水工事

地域振興課　　　　☎ ９３８－０１９４

事業費

　　農業振興事業　　【一般会計（農林水産業費）】

その他

農業の振興や農地保全・災害防止のために、農地治水に関す
る整備、維持及び管理を行い、農区などの関係機関との調整
を図ります。
また、米の生産調整に係る転作作物等の生産者への助成や農
地利用集積及び担い手育成のため、機械利用組合への農業機
械の購入助成等を行うとともに、組織化を推進します。

（財源内訳：　県費３１０・町費５２，９９０・
　　　　　　　　　その他３，６０９）

粕屋町外１市水利組合負担
金等

（２）地域に活力をもたらす商工業の振興

 ⇒８事業 

 ⇒予算額 ４２２，７４３千円 

 ⇒４事業 

 ⇒予算額 ９４，１６１千円 
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１　誰もが健康で暮らせるまちづくり

（１）健やかでいきいき暮らす健康づくりの推進

　　　１７１，６７３千円

１７０，７５８

４９３

４２２

２　子育て世代が明るく暮らせるまちづくり

（１）安心して子育てできる環境づくりの推進

　　２４４，０１９千円

８，３３６

３，８１１

２３１，８７２

　　７７，９２９千円

２５，６００

１５，４５９

３６，８７０

　　６１，９０８千円

１８，７６８

３，５２６

３９，６１４

（財源内訳：　町費　１７１，６７３）

その他

予防接種等の委託

予防接種手帳等の印刷

保育所施設管理等の委託

　　感染症予防事業　　【一般会計（衛生費）】

伝染のおそれがある疾病の発生やまん延を予防するととも
に、個人の発病及び重症化を防止するため、予防接種法に基
づく定期予防接種を実施します。
また、高齢者肺炎球菌予防接種は国が定めた定期接種の他に
町単独の助成事業を実施します。

健康づくり課　　　　☎ ９３８－０２５８

事業費

　　町立保育所運営管理事業　　【一般会計（民生費）】

保護者が安心して子育てができる環境を整備し、就労を支援
することでワークライフバランスを確立し、児童の心身の健
やかな発達を促進します。

　町立保育所：仲原保育所、西保育所、中央保育所

子ども未来課　　　　☎ ９３８－０２１４

事業費

（財源内訳：　国費３２・町費１２４，５６４・その他１１９，４２３）

保育所維持工事

施設管理等の委託

幼稚園施設等管理の委託

その他

　　学童保育所運営事業　　【一般会計（教育費）】

小学校の放課後等に保護者の就労などにより家庭が留守の常
態となっている児童に対し、必要な保育を行い、その健全育
成を図ります。

　学童保育所：大川小学校学童保育所、
　　　　　　　仲原小学校学童保育所、
　　　　　　　西小学校学童保育所、
　　　　　　　中央小学校学童保育所

学校教育課　　　　☎ ９３８－０１８２

事業費

（財源内訳：　県費３９，５９６・町費２７，３９３・
　　　　　　　　　その他１０，９４０）

学童保育所増築等工事

その他

　　町立幼稚園運営管理事業　　【一般会計（教育費）】

幼稚園における集団生活の中での様々な体験を通じて、幼児
の心身の健やかな発達を促し、安心できる環境での教育の提
供を図ります。

　町立幼稚園：大川幼稚園、仲原幼稚園、
　　　　　　　西幼稚園、中央幼稚園

子ども未来課　　　　☎ ９３８－０２１４

事業費

（財源内訳：　町費１８，４２３・地方債１８，３００・
　　　　　　　　　その他２５，１８５）

幼稚園整備改修工事

その他

 ⇒５事務事業      

 ⇒予算額 ２６３，９９８千円 

基本目標３ 誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 
 
この政策の実現のため、平成２８年度は予算額 １２３億５，４７６万８千円を計上し、５３事務事業を実施します。 

 ⇒１７事務事業 

 ⇒予算額 ２，９４８，４７３千円 
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　　４２，７３３千円

１１，２２３

３１，５１０

　　　　８７，４４６千円

１０，６００

６，６１０

７０，２３６

　　２３，５１１千円

７，０３０

１６，４８１

　　１９４，２６６千円

１８６，４７３

７，７９３

３　高齢者が元気に暮らせるまちづくり

（１）元気高齢者の活躍を促す環境づくりの推進

　　３４，５９５千円

２２，８０１

１１，７９４

事業費

（財源内訳：　国費７２０・県費３６０・町費２２，４３１）

療育事業等の委託

その他

　　乳幼児・子ども医療費助成事業　　【一般会計（民生費）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★重点事業

未熟児養育医療費

対象年齢・発達段階に応じた子育て世代の相談事業や、虐待
の予防や早期発見の視点を含めた家庭訪問事業等を実施する
とともに、日曜パパとママのたまご学級等の母子保健サービ
スを実施します。また、入院治療を必要とする未熟児に対
し、医療給付を行います。
専任のコーディネーターを配置して、妊娠期から子育て期に
わたるまでの切れ目ない支援を実施し、健やかな乳幼児の成
長と、保護者の育児不安の解消を図ります。

健康づくり課　　　　☎ ９３８－０２５８

事業費

（財源内訳：　国費７，４１５・県費４，９１５・
　　　　　　　　　町費７４，５１６・その他６００）

子どもが病気やケガをした場合の医療費助成について、入院
は中学３年生まで、通院は小学６年生まで対象範囲の拡大を
図ります。
子育て家庭の経済的負担を軽減することで、子どもを安心し
て生み育てることができる環境を整備します。

総合窓口課　　　　☎ ９３８－０２１５

事業費

（財源内訳：　県費８４，９１９・町費９６，５４６・
　　　　　　　　　その他１２，８０１）

乳幼児・子ども医療費助成金

その他

　　乳幼児療育事業　　【一般会計（衛生費）】

発達に遅れや偏り等のある乳幼児の早期発見に努めるととも
に、早期療育や保護者の早期理解に繋がるよう支援します。
また、乳幼児が通う保育園等にも巡回相談支援等を行い、障
がいのある乳幼児を取り巻く環境を整え、安心して子育てが
できる環境づくりに取り組みます。

健康づくり課　　　　☎ ９３８－０２５８

その他

「集う、育む、得る」をコンセプトに子どもたちの健やかな
育成及び子育て支援の拠点を目指し、子どもの学び、遊び、
学習・体験の場、親子や多世代との交流の場、子育てに関わ
る悩みの相談の場、そして子育てに役立つ情報の発信源とし
て「かすやこども館」の運営及び管理を行います。

子ども未来課　　　　☎ ９３８－０２１４

事業費

（財源内訳：　国費６，５１９・県費６，５１９・
　　　　　　　　　町費２７，２９５・その他２，４００）

施設管理等の委託

その他

（２）子どもの健やかな成長を支える支援の充実

　　子育て世代包括支援事業　　【一般会計（衛生費）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　★重点事業

高齢者の社会参加活動を促進し、生きがいづくりを進めま
す。
また、社会発展に寄与されてきた高齢者の長寿を祝うととも
に、住み慣れた地域での活動を支援します。

介護福祉課　　　　☎ ９３８－０２２９

事業費

（財源内訳：　県費１，２３９・町費３３，３５６）

敬老会等への補助金

その他（敬老祝金等）

　　元気高齢者支援事業　　【一般会計（民生費）】

　　かすやこども館運営管理事業　　【一般会計（民生費）】　　　　　　　　　　　　　　　　☆新規事業　★重点事業

助産師・臨床心理士等への
謝礼

 ⇒６事業 

 ⇒予算額 １７５，４６８千円 
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　６５，３４０千円

５２，５０２

１２，８３８

４　障がい者がともに暮らせるまちづくり

（１）生きがいを感じ社会参加を促す環境づくりの推進

　　　　５１，５３１千円

４８，８９３

２，６３８

　　　　５７７，４７０千円

５７１，１２９

６，３４１

５　誰もが心豊かに暮らせるまちづくり

（１）人権と平和を尊重し合う地域社会の確立

　　　１３，１１６千円

８，９１０

５５８

３，６４８

　　　４，４４５，４７９千円

２，６０５，６４０

１，０７８，０４１

７６１，７９８

共同事業拠出金

各種サービス費・給付費

（２）地域で安心して暮らせる環境づくりの推進

　　障害者自立支援給付事業　　【一般会計（民生費）】

障がいのある方の自立支援を目的に、障がいの種類にかかわ
らず、それぞれの能力や適性に応じて、障害福祉サービスの
提供を行い、福祉の増進を図るとともに、安心して暮らすこ
とのできる地域社会の実現に向けて取り組みます。

介護福祉課　　　　☎ ９３８－０２２９

事業費

（財源内訳：　国費２８５，５６４・県費１４２，８３８・
　　　　　　　　　町費１４９，０６８）

その他

被保険者に対する保険給付を行うことで地域住民の健康を支
え、医療保険制度の基盤としての役割を果たします。
国民健康保険は厳しい財政状況が続いているため、保険税の
収納率の向上や医療費の適正化による財政の健全化を図り、
国保事業の安定的な運営に向けて取り組みます。

総合窓口課　　　　☎ ９３８－０２１５

事業費

（財源内訳：　国費１，０１４，９８１・県費３４７，１７０・
　　　　　　　　　町費１８１，８１０・
　　　　　　　　　国保税等２，９０１，５１８）

保険給付費

その他

（２）ともに支え合う地域福祉の推進と社会保障制度の運営

　　人権教育事業　　【一般会計（教育費）】

地域社会の人権意識の向上を図るため、講演会や研修会を実
施します。
「青少年育成町民の会・人権問題啓発強調月間・社会を明る
くする運動強調月間大会」の開催、「人権を尊重する町民の
つどい」の開催、街頭啓発活動の実施、人権啓発冊子の全戸
配布、活動団体主催の講演会等への参加に取り組みます。

社会教育課　　　　☎ ９３８－０２４３

事業費

（財源内訳：　県費５００・町費１２，６１６）

人権啓発冊子の作成

その他

人権教育活動の支援

　　国民健康保険事業　　【国民健康保険特別会計】

（財源内訳：　国費１７，６６０・県費８，９３９・
　　　　　　　　　町費２４，９３２）

各種サービスの委託

その他

（２）住み慣れた地域での生活を支える支援の充実

　　介護予防・日常生活支援総合事業　　【介護保険特別会計】　　　　　　　　　　　　　★重点事業

高齢者の心身の状態によって分け隔てることなく、誰でも参
加できる住民主体の介護予防活動を推進します。
さらに、高齢者がますます元気に、支える側としても活動で
きるように介護予防事業を充実させ、介護予防サポーターポ
イント制度を実施します。
また、多様な生活支援のニーズに対応するために、住民主体
による支援や基準を緩和したサービス等を提供します。

介護福祉課　　　　☎ ９３８－０２２９

事業費

（財源内訳：　国費１６，３３５・県費８，１６８・
　　　　　　　　　町費８，１６８・社保支払基金１８，２９５・
　　　　　　　　　介護保険料１４，３７４）

介護予防・生活支援サービス
事業

一般介護予防事業

　　障害者地域生活支援事業　　【一般会計（民生費）】

障がいのある方が、住み慣れた地域で自立した日常生活及び
社会生活を営むことができるように、地域の特性や利用者の
状況に応じてさまざまな事業形態によるサービスを計画的に
実施します。
相談支援、日常生活用具給付等の事業を実施することによ
り、安心して暮らせるやさしいまちづくりの実現に向けて取
り組みます。

介護福祉課　　　　☎ ９３８－０２２９

事業費

 ⇒８事務事業 

 ⇒予算額 ８０６，５６９千円 

 ⇒１７事務事業 

 ⇒予算額 ８，１６０，２６０千円 
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１　町民のための行政経営のまちづくり

　２，２５９千円

１，５０５

７５４

　　　２，５５６千円

１，１９９

４６２

８９５

２　健全な財政運営のまちづくり

（１）持続可能な財政基盤の強化

　　　３，８９７千円

３，３０５

５９２

　　４，４６６千円

４，３４６

１２０

３　広域的な視点に立ったまちづくり

　１６，１６２千円

４，１２２

４，０１８

８，０２２その他

（１）連携して取り組む広域行政の推進

　　広域サービス事業　　【一般会計（総務費）】

志免町・宇美町３町間で自動交付機を利用した証明書広域交
付サービスを行います。
また、各種行政情報の基礎となる住民基本台帳ネットワーク
システムを運用、個人番号カードの交付を行います。

　　証明書自動交付機の利用時間：平日　９時～２０時
　　　　　　　　　　　　　　　　土日祝９時～１２時

総合窓口課　　　　☎ ９３８－０２１５

事業費

（財源内訳：　国費４，１２２・町費９，２２８・
　　　　　　　　　その他２，８１２）

社会保障・税番号制度関連
事務負担金

自動交付機等の保守委託

　　ふるさと納税事業　　【一般会計（総務費）】

自分の意志で応援したい自治体を選ぶ「ふるさと納税制度」
の周知を図るとともに、地域振興に寄与する特産品等を活用
し、寄附件数の増加による財源確保に取り組みます。

協働のまちづくり課　　　　☎ ９３８－０１７３

事業費

（財源内訳：　町費４，４６６）

ふるさと納税事業の委託

その他

　　財政管理事務　　【一般会計（総務費）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★重点事業

行政評価に基づいた事業の見直しを進めることにより効率的
な財政運営を行うとともに、財政基盤の強化を図ります。
今年度は、公会計システムの改修を行い、統一的な基準によ
る財務書類等の作成に取り組みます。

経営政策課　　　　☎ ９３８－０１７５

事業費

（財源内訳：　町費３，８９７）

公会計システム改修等の委
託

その他

その他

（２）簡素で合理的な行政運営の強化

　　行財政改革推進事業　　【一般会計（総務費）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★重点事業

限りある行政資源を有効活用し、町民視点・経営的視点で、
成果重視の行政運営を進めます。
第５次総合計画及び総合戦略の着実な推進に向け、各施策に
おいて事業展開を図るとともに、継続的な町民意識調査を実
施するなど、進行管理に取り組みます。

経営政策課　　　　☎ ９３８－０１７５

事業費

（財源内訳：　町費２，５５６）

町民意識調査業務の委託

印刷製本費

その他

粕屋町のウェブサイト（ホームページ・ＳＮＳ）、地上波デ
ジタル放送のデータ放送を利用した迅速な情報発信や広聴活
動により、情報の共有化に努め、地域活動の交流の場や機会
の創出を図ります。

協働のまちづくり課　　　　☎ ９３８－０１７３

事業費

（財源内訳：　町費２，１３９・その他１２０）

テレビデータ放送システム等
使用料

（１）まちの魅力を高める情報発信の推進

　　電子広報広聴管理事業　　【一般会計（総務費）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★重点事業

 ⇒７事務事業 

 ⇒予算額 １８８，６３１千円 

 ⇒２１事務事業      

 ⇒予算額 ４０２，４５８千円 

 ⇒３事務事業 

 ⇒予算額 ６７６，２０１千円 

基本目標４ 健全で持続可能な行政経営をめざすまち 
 
この政策の実現のため、平成２８年度は予算額 １２億６，７２９万円を計上し、３１事務事業を実施します。 
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Ⅵ 予算資料 

 

 

 

 

１．総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

13,937,000 13,098,000 839,000 6.4

7,180,671 7,123,458 57,213 0.8

4,505,450 4,578,757 △ 73,307 △ 1.6

447,305 450,392 △ 3,087 △ 0.7

2,225,905 2,092,248 133,657 6.4

保険事業勘定 2,210,070 2,078,014 132,056 6.4

介護サービス勘定 15,835 14,234 1,601 11.2

2,011 2,061 △ 50 △ 2.4

21,117,671 20,221,458 896,213 4.4

（単位：千円）

収益的収入 1,042,284 1,008,939 33,345 3.3

収益的支出 909,468 944,930 △ 35,462 △ 3.8

資本的収入 4,100 4,100 0 0.0

資本的支出 393,331 471,633 △ 78,302 △ 16.6

収益的収入 1,334,467 1,355,046 △ 20,579 △ 1.5

収益的支出 1,380,714 1,374,238 6,476 0.5

資本的収入 558,090 611,989 △ 53,899 △ 8.8

資本的支出 978,374 966,980 11,394 1.2

水
道
事
業

道
事
業

公
共
下
水

流
域
関
連

合　　　　　計

　公 営 企 業 会 計

　特　別　会　計

国民健康保険

後期高齢者医療

介護保険

住宅新築資金等貸付事業

対前年比（%）

28年度 27年度 比較増減 対前年比（%）

　一　般　会　計

28年度 27年度 比較増減

【一般会計とは】 

目的を限定せずに、行政運営の基本的な経費を管理する会計です。子育て支援、高齢

者や障がい者のための福祉事業、生活基盤（学校、道路、公園等）の整備や健康づくり

など、生活全般に関係する事業に必要なお金の管理を行います。 

【特別会計とは】 

特定の事業や特定の資金を運用するために、一般会計と区分して管理する会計です。

原則かかった経費を保険料など入ってくるお金でまかなうため、一般会計とは別にして

います。 

【企業会計とは】 

地方公共団体が営む公共的な事業（水道事業など）を管理する会計です。民間企業と

同じように、利用した人から料金をもらって（事業で収入をあげて）、かかる経費をまか

なう事業になります。地方公営企業法に則り、原則として独立採算方式で行います。 
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２．予算規模の推移（一般会計・特別会計・企業会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理（四捨五入）により合計が一致しない場合があります。 

 

 

※平成 22 年度より流域関連公共下水道事業会計が特別会計から企業会計へ移行  

※企業会計は収益的支出と資本的支出の合計額を記載 
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予算総額
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３．自主財源比率等の推移（一般会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理（四捨五入）により合計が一致しない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

【自主財源とは】 

地方公共団体が自主的に収入できる財源です。町税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、

財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入があります。 

【依存財源とは】 

国や県の配分による財源です。地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税、 

地方債があります。 

5,382 5,498 5,407 5,379 5,458 5,450 5,447 5,522 5,611 
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1,929 2,175 

2,644 
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その他
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その他
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４．消費的経費・投資的経費の推移（一般会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理（四捨五入）により合計が一致しない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【消費的経費とは】 

支出効果が単年度又は短期間に終わるもの、後年度に形を残さない経費です。 

人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費などをいいます。 

【投資的経費とは】 

各種社会資本整備など、支出の効果が長期にわたる経費です。 

普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費をいいます。 

1,883 1,884 1,871 1,834 1,751 1,684 1,731 1,710 1,798 1,782 

1,702 1,668 1,735 1,932 2,198 2,249 2,278 2,473 
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10,542 

10,333 

11,735 

12,306 

11,426 
11,618 

12,276 

13,098 

13,937 
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8,000

10,000

12,000

14,000

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

（百万円）

扶助費等

物件費

人件費

補助費等

普通建設

事業費

公債費

繰出金等

歳出合計

消

費

的

経

費

投
資
的
経
費

そ

の

他
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５．地方債残高の推移（一般会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．公債費の推移（一般会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【臨時財政対策債とは】 

地方一般財源の不足分を補うた

め、平成 13 年度から特例的に普

通交付税の振替として発行され

ている地方債（地方公共団体の借

金）で、元利償還額相当額が後年

度の地方交付税に算入されます。 

【公債費とは】 

借金である地方債の返済に充てる

費用で、元金と利息の合計です。 

4,127 

4,159 

4,018 

3,924 

4,584 

5,809 

6,981 

8,028 

9,219 

10,538 

6,653

6,473 

6,149 

5,687 

5,125 

4,571 

4,047 

3,413 

3,032 

2,811 

10,779

10,632 

10,167 

9,611 

9,709 

10,380 

11,027 

11,441 

12,251 

13,349 

0 5,000 10,000 15,000

28年度

27年度

26年度

25年度

24年度

23年度

22年度

21年度

20年度

19年度

通常債等

臨時財政対策債

（百万円）

（見込）

（決算見込）
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1,177 

1,186 

1,598 

1,661 

1,645 

1,625 

1,754 

1,644 

0 500 1,000 1,500 2,000

28年度
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22年度

21年度

20年度

19年度

公債費

（百万円）

（予算計上額）

（決算見込）
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７．普通交付税と臨時財政対策債の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．基金の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公共施設整備基金とは】 

将来の公共施設建設や財産維持のた

めの資金として積み立てる基金です。 

【減債基金とは】 

地方債の償還に充てたり、借入の信用

の維持のために積み立てる基金です。 

【財政調整基金とは】 

将来の予期しない財源不足に対応す

るため、町財政の余裕のある年度に積

み立てる基金です。 

これらの他に、地域福祉基金や井堰管

理基金など特定目的に使う基金は平

成２７年度末一般会計で 

約 67４百万円（見込）です。 

【普通交付税とは】 

町の行政運営に必要な経費を一

定の方法により算出した額（基準

財政需要額）から、町に入る税収

などをもとに計算した額（基準財

政収入額）を差し引いた額で、国

から交付されるものです。 

 

1,100 

1,009 

1,116 

1,201 

1,222 

1,136 

1,156 

1,037 

983 

1,015 

515 

615 

711 

765 

726 

699 

788 

513 

331 

353 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

28年度

27年度

26年度

25年度

24年度

23年度

22年度

21年度

20年度

19年度
普通交付税

臨時財政対策債（借入額）

（予算計上額）

（百万円）

（決算見込）

1,108

1,457 

1,232 

1,212 

1,190 

1,060 

1,056 

885 

883 

881 

49

178 

177 

285 

436 

678 

677 

676 

736 

962 

504

596 

446 

395 

345 

295 

295 

294 

293 

292 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

28年度

27年度

26年度

25年度

24年度

23年度

22年度

21年度

20年度

19年度

財政調整基金

減債基金

公共施設整備基金

（見込）

（百万円）

（決算見込）



 

９．地方債と基金の状況 

 

（単位：千円）   

区         分 
平成 2６年度末

現 在 高 

平成 2７年度末

現在高見込額 

平成 2８年度増減見込み 
平成 2８年度末 

現在高見込額 
当 該 年 度 中 

起 債 見 込 額 

当 該 年 度 中 

元金償還見込額 

地

方

債 

一般会計 10,167,127 10,632,118 1,092,300 945,194 10,779,224 

流域関連公共下水道事業会計 10,589,868 10,193,122 355,400 801,296 9,747,226 

水道事業会計 1,541,532 1,419,010 0 126,697 1,292,313 

合          計 22,298,527 22,244,250 1,447,700 1,873,187 21,818,763 

  

区         分 
平成 2６年度末

現 在 高 

平成 2７年度末

現在高見込額 

平成 2８年度増減見込み 
平成 2８年度末 

現在高見込額 
当 該 年 度 中 

積 立 見 込 額 

当 該 年 度 中 

取り崩し見込額 

基

金 

一般会計 2,525,881 2,904,550 100,697 678,943 2,326,304 

国民健康保険特別会計 3,000 3,000 0 0 3,000 

介護保険特別会計 71,779 101,812 51 20,000 81,863 

流域関連公共下水道事業会計 10,000 140,000 0 140,000 0 

水道事業会計 897,000 777,000 0 210,000 567,000 

合          計 3,507,660 3,926,362 100,748 1,048,943 2,978,167 

2
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